
健
康
診
査（
健
診
）は
お
済
み
で
す
か

�

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先　

健
康
ほ
け
ん
課
健
康
づ
く
り
班　

☎
0
9
6（
2
4
8
）1
2
7
5

年
に
一
度
の
健
康
チ
ェ
ッ
ク

生
活
習
慣
病
は
、
ほ
と
ん
ど
自
覚
症
状
が

な
い
ま
ま
進
行
し
、
放
っ
て
お
く
と
、
命
に

か
か
わ
る
病
気
の
リ
ス
ク
が
高
ま
り
ま
す
。

治
療
中
の
病
気
が
あ
っ
て
も
、
年
に
一
度
は

体
に
異
常
が
な
い
か
健
診
を
受
け
ま
し
ょ

う
。

▼�

申
込
方
法　

健
康
ほ
け
ん
課
窓
口
、電
話
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

▼
健
診
機
関

・
集
団
健
診　

菊
池
養
生
園

・�

個
別
健
診　

市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

巡
回
健
診
の
お
知
ら
せ

▼
と
き

12
月
4
日
㈭
、
令
和
8
年
1
月
17
日
㈯

▼
と
こ
ろ

市
役
所
防
災
セ
ン
タ
ー
棟
1
階

▼
受
付
時
間

午
前
９
時
～
10
時
30
分

マ
イ
ナ
保
険
証
の
ご
案
内

　

●
問
い
合
わ
せ

�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
こ
と　

市
民
課　

市
民
窓
口
班　

☎
0
9
6（
2
4
8
）1
1
1
3

�

健
康
保
険
証
の
こ
と　
　

健
康
ほ
け
ん
課　

保
険
年
金
班　

☎
0
9
6（
2
4
8
）1
2
7
5

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
・
更
新
は
お
済
み
で
す
か

健
康
保
険
証
を
廃
止
し
、
マ
イ
ナ
保
険
証

（
健
康
保
険
証
の
利
用
登
録
を
し
た
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
）を
基
本
と
す
る
し
く
み
に

移
行
し
て
1
年
と
な
る
12
月
1
日
に
、
経
過

措
置
期
間
が
終
了
し
ま
す
。
こ
の
た
め
、
従

来
の
健
康
保
険
証
は
利
用
で
き
な
く
な
り
ま

す
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
な
い
人
は
、

早
め
に
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。
申
請
を
希

望
す
る
人
は
市
民
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

※�

マ
イ
ナ
保
険
証
を
持
っ
て
い
な
い
人
に

は
、
資
格
確
認
書
が
交
付
さ
れ
ま
す
。
医

療
機
関
な
ど
に
提
示
す
る
こ
と
で
、
引
き

続
き
医
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

詳
し
く
は
加
入
先
の
健
康
保
険
組
合
に
お

尋
ね
く
だ
さ
い

※�

国
民
健
康
保
険
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

に
加
入
の
人
は
8
月
1
日
に
切
り
替
え
を

行
な
い
ま
し
た
。
12
月
2
日
以
降
も
、
引

き
続
き
お
手
元
の
マ
イ
ナ
保
険
証
ま
た
は

資
格
確
認
書
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

マ
イ
ナ
保
険
証
利
用
時
に
は
有
効
期
限

を
ご
確
認
く
だ
さ
い

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
や
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
に
搭
載
さ
れ
て
い
る
電
子
証
明
書
に

は
、
2
つ
の
有
効
期
限
が
あ
り
ま
す
。
有
効

期
限
の
2
～
3
カ
月
前
に
通
知
書
が
届
き
ま

す
の
で
忘
れ
ず
に
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

・�

電
子
証
明
書
の
有
効
期
限
は
発
行
日
か
ら

5
回
目
の
誕
生
日
ま
で
で
す
。
市
民
課
で

の
み
手
続
き
が
で
き
ま
す
。

・�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
有
効
期
限
は
、

10
回
目
の
誕
生
日（
申
請
時
点
で
未
成
年

者
は
5
回
目
）ま
で
で
す
。
市
民
課
ま
た

は
オ
ン
ラ
イ
ン
で
手
続
き
が
で
き
ま
す
。

※
各
支
所
で
も
手
続
き
で
き
ま
す

▼�

毎
月
第
2
・
4
日
曜
日
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
の
手
続
き
が
で
き
ま
す
。

・
と
き　

午
前
9
時
～
午
後
1
時（
予
約
制
）

・
予
約
方
法　

予
約
フ
ォ
ー
ム

市
税
は
暮
ら
し
を
支
え
る

大
切
な
資
源
で
す

市
の
財
政
は
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
の
市

税
で
賄
っ
て
い
ま
す
。
市
税
は
、
教
育
・

福
祉
な
ど
の
住
民
サ
ー
ビ
ス
、
道
路
や

公
共
施
設
の
整
備
維
持
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な

事
業
を
進
め
る
た
め
の
大
切
な
財
源
で
あ

り
、
皆
さ
ん
の
日
々
の
生
活
を
支
え
て
い

ま
す
。

市
税
の
滞
納
が
増
え
る
と
、
滞
納
金
の

回
収
に
コ
ス
ト
が
か
か
り
、
期
限
内
に
納

付
し
た
人
の
税
金
が
滞
納
解
消
の
た
め
に

使
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
安
定
し
た

市
民
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
た
め
に
、
市
民
の

皆
さ
ん
の
期
限
内
納
付
が
重
要
で
す
。

市
で
は
、
市
税
の
確
保
と
税
の
公
平
性

を
保
つ
た
め
、
財
産
の
差
し
押
え
な
ど
の

滞
納
処
分
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。

さ
ま
ざ
ま
な
納
付
方
法

▼
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済

ア
プ
リ
バ
ー
コ
ー
ド
が
印
字
さ
れ
て
い

る
使
用
期
限
内
の
納
付
書
は
、
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
決
済
ア
プ

リ
を
利
用
し
て
納
付

が
で
き
る
サ
ー
ビ
ス

で
す
。

▼
二
次
元
コ
ー
ド
決
済

住
民
税（
普
徴
）、
国
民
健
康
保
険
税
、

固
定
資
産
税
、
軽
自

動
車
税
に
限
り
、
使

用
期
限
内
の
納
付
書

に
印
刷
さ
れ
て
い
る

二
次
元
コ
ー
ド
か
ら
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ

ス
決
済
で
納
付
が
で
き
ま
す
。

▼
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

夜
間
や
休
日
で
も
納
付
書（
期
限
内
の
も

の
に
限
る
）が
あ
れ
ば
納
付
で
き
ま
す
。

▼
日
曜
開
庁

第
2
・
4
日
曜
日
、
午
前
9
時
～
午
後

1
時
ま
で
税
務
課
で
納
付
で
き
ま
す
。

▼
便
利
で
確
実
な
口
座
振
替
が
お
す
す
め

一
度
口
座
振
替
の
手
続
き
を
す
る
と
自

動
的
に
口
座
か
ら
引
き
落
し
さ
れ
、
払

い
忘
れ
な
ど
も
な
く
安
心
で
す
。
翌
年

以
降
も
継
続
さ
れ
る
た
め
、
更
新
す
る

手
間
も
あ
り
ま
せ
ん
。

▼
口
座
振
替
の
申
し
込
み
方
法

・
持
っ
て
い
く
も
の

通
帳
、
届
け
出
印
、
納
付
書

・
申
込
窓
口

税
務
課
、
西
合
志
総
合
窓
口（
御
代
志

市
民
セ
ン
タ
ー
）、
須
屋
支
所
、
泉
ヶ

丘
支
所
、
市
内
金
融
機
関

※�

申
し
込
み
か
ら
口
座
振
替
ま
で
1
～
2

カ
月
程
度
か
か
り
ま
す

※�

郵
送
で
の
手
続
き
を
希
望
す
る
人
は
税

務
課
へ
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

※�

W
e
b
口
座
振
替
受
付
サ
ー
ビ
ス
が
利

用
で
き
ま
す
。
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
パ

ソ
コ
ン
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
な
ど
か
ら

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
口
座
振

替
の
申
し
込
み
を

し
て
く
だ
さ
い

▶注意
これらは、“やむを得ない事情”にはあたりません
・住宅や自動車ローンなどの返済
　（個人資産の形成）
・収入に見合わない生活の維持または浪費
・ギャンブルや趣味への投資

災害、事業の廃止、失業、病気、その他
のやむを得ない事情により税金の納付が困
難な人は、生活収支や財産の状況をお聞き
し、分割納付などにより期限を猶予するこ
とができる場合があります。

▶財産の差し押さえの実施
期限内に納付がなされずに市税などが滞納された状態になると、督促状を発送します。
発送後も納付がない場合は、財産を調査し、財産の差し押さえなどをします。

▶差し押さえ対象の例
預貯金・給与・生命保険・不動産・自動車・国税還付金など

未納を放置するとこんなことに未納を放置するとこんなことに

完納になるまで、法律による計算方法で
算出された金額を取り立てます

給与•年金の差し押え

所有している自動車をタイヤロックなどに
より差し押さえ、公売で換価・売却します

自動車の差し押え

生命保険の解約返戻金やアパートの敷金な
どの金銭債券を差し押さえ、取り立てます

各種債券の差し押え
差
し
押
さ
え

差
し
押
さ
え

○
○
保
険

差
し
押
さ
え

市税の期限内納付にご協力ください
� ●問い合わせ先　税務課　収納班　☎096－248－1114

11月11日～ 17日は『税を考える週間』です

期限内の納付が難しいときは、お早めにご相談ください

▲市ホームページ

健診種類 生活習慣病健診 特定健診 後期高齢者健診
対象年齢

（令和8年3月31日時点） 20歳～ 39歳 40歳～ 74歳 40歳～ 74歳 75歳以上
（受診日時点）

対 象 者
合志市

国民健康保険
加入者

加入の社会保険
で健診を受ける
機会がない人

令和7年4月2日
以降に市国民健康
保険に加入した人

令和7年4月1日と
受診日時点で、市国
民健康保険加入者

社会保険
加入者

後期高齢者医療
（合志市）加入者

料　　金 1,500円 1,500円※

加入の保険
者に確認し
てください

800円

受診方法 個別健診
巡回健診

集団健診
個別健診
巡回健診

スペシャル健診

集団健診
個別健診
巡回健診

申し込み・
問い合わせ先 健康ほけん課 健康ほけん課 加入の

保険者 健康ほけん課

※�　年度末年齢40、45、50、55歳の市国民健康保険加入者には、4月に無料クーポン券を送付しています

▲予約フォーム

▲市ホームページ▲市ホームページ

▲Web口座振替
　受付サービス

7 広報こうし ● 2025.11 6広報こうし ● 2025.11


